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第第第第２２２２２２２２号議案号議案号議案号議案 

            豊川市豊川市豊川市豊川市個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護条例の一部改正について条例の一部改正について条例の一部改正について条例の一部改正について 

    豊川市豊川市豊川市豊川市個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護条例条例条例条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとすの一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。る。る。る。 

        令和令和令和令和４４４４年年年年２２２２月月月月２２２２２２２２日提出日提出日提出日提出 

                                                                                    豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫         

 

 

            豊川市豊川市豊川市豊川市個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例 

    豊川市豊川市豊川市豊川市個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護条例（条例（条例（条例（平成平成平成平成１６１６１６１６年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第３１３１３１３１号）の一部を次のよ号）の一部を次のよ号）の一部を次のよ号）の一部を次のよ

うに改正する。うに改正する。うに改正する。うに改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

    （定義）（定義）（定義）（定義）        （定義）（定義）（定義）（定義）    

第２条第２条第２条第２条    この条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。るところによる。るところによる。るところによる。    

第２条第２条第２条第２条    この条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。るところによる。るところによる。るところによる。    

    ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))        ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    

    ((((３３３３))))    個人識別符号個人識別符号個人識別符号個人識別符号    個人情報の保護に関個人情報の保護に関個人情報の保護に関個人情報の保護に関

する法律（平成する法律（平成する法律（平成する法律（平成15151515年法律第年法律第年法律第年法律第55557777号）第２条号）第２条号）第２条号）第２条

第第第第２２２２項項項項                                    に規定する個に規定する個に規定する個に規定する個

人識別符号をいう。人識別符号をいう。人識別符号をいう。人識別符号をいう。    

    ((((３３３３))))    個人識別符号個人識別符号個人識別符号個人識別符号    行政機関の保有する行政機関の保有する行政機関の保有する行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律（平成個人情報の保護に関する法律（平成個人情報の保護に関する法律（平成個人情報の保護に関する法律（平成15151515年年年年

法律第法律第法律第法律第58585858号）第２条第３項号）第２条第３項号）第２条第３項号）第２条第３項に規定する個に規定する個に規定する個に規定する個

人識別符号をいう。人識別符号をいう。人識別符号をいう。人識別符号をいう。    

    ((((４４４４))))～～～～(10)(10)(10)(10)    ((((略略略略))))        ((((４４４４))))～～～～(10)(10)(10)(10)    ((((略略略略))))    

    （個人情報の本人取得の原則）（個人情報の本人取得の原則）（個人情報の本人取得の原則）（個人情報の本人取得の原則）        （個人情報の本人取得の原則）（個人情報の本人取得の原則）（個人情報の本人取得の原則）（個人情報の本人取得の原則）    

第６条第６条第６条第６条    実施機関は、個人情報を取得すると実施機関は、個人情報を取得すると実施機関は、個人情報を取得すると実施機関は、個人情報を取得すると

きは、適法かつ適正な手段により本人からきは、適法かつ適正な手段により本人からきは、適法かつ適正な手段により本人からきは、適法かつ適正な手段により本人から

直接取得しなければならない。ただし、次直接取得しなければならない。ただし、次直接取得しなければならない。ただし、次直接取得しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、本人の各号のいずれかに該当するときは、本人の各号のいずれかに該当するときは、本人の各号のいずれかに該当するときは、本人

以外の者から個人情報を取得することがで以外の者から個人情報を取得することがで以外の者から個人情報を取得することがで以外の者から個人情報を取得することがで

きる。きる。きる。きる。    

第６条第６条第６条第６条    実施機関は、個人情報を取得すると実施機関は、個人情報を取得すると実施機関は、個人情報を取得すると実施機関は、個人情報を取得すると

きは、適法かつ適正な手段により本人からきは、適法かつ適正な手段により本人からきは、適法かつ適正な手段により本人からきは、適法かつ適正な手段により本人から

直接取得しなければならない。ただし、次直接取得しなければならない。ただし、次直接取得しなければならない。ただし、次直接取得しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、本人の各号のいずれかに該当するときは、本人の各号のいずれかに該当するときは、本人の各号のいずれかに該当するときは、本人

以外の者から個人情報を取得することがで以外の者から個人情報を取得することがで以外の者から個人情報を取得することがで以外の者から個人情報を取得することがで

きる。きる。きる。きる。    

    ((((１１１１))))～～～～((((６６６６))))    ((((略略略略))))        ((((１１１１))))～～～～((((６６６６))))    ((((略略略略))))    

    ((((７７７７))))    他の実施機関又は国、独立行政法人他の実施機関又は国、独立行政法人他の実施機関又は国、独立行政法人他の実施機関又は国、独立行政法人

等（等（等（等（個人情報の保護に関する法律第２条個人情報の保護に関する法律第２条個人情報の保護に関する法律第２条個人情報の保護に関する法律第２条

第第第第９９９９項項項項に関する法律（平成に関する法律（平成に関する法律（平成に関する法律（平成15151515年法律第年法律第年法律第年法律第59595959

号）第２条第１項号）第２条第１項号）第２条第１項号）第２条第１項に規定する独立行政法に規定する独立行政法に規定する独立行政法に規定する独立行政法

人等をいう。以下同じ。）、他の地方公人等をいう。以下同じ。）、他の地方公人等をいう。以下同じ。）、他の地方公人等をいう。以下同じ。）、他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人（地方共団体若しくは地方独立行政法人（地方共団体若しくは地方独立行政法人（地方共団体若しくは地方独立行政法人（地方    

独立行政法人法（平成独立行政法人法（平成独立行政法人法（平成独立行政法人法（平成15151515年法律第年法律第年法律第年法律第118118118118    

    ((((７７７７))))    他の実施機関又は国、独立行政法人他の実施機関又は国、独立行政法人他の実施機関又は国、独立行政法人他の実施機関又は国、独立行政法人

等（等（等（等（独立行政法人等の保有する個人情報独立行政法人等の保有する個人情報独立行政法人等の保有する個人情報独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律（平成の保護に関する法律（平成の保護に関する法律（平成の保護に関する法律（平成15151515年法律第年法律第年法律第年法律第59595959

号）第２条第１項号）第２条第１項号）第２条第１項号）第２条第１項に規定する独立行政法に規定する独立行政法に規定する独立行政法に規定する独立行政法

人等をいう。以下同じ。）、他の地方公人等をいう。以下同じ。）、他の地方公人等をいう。以下同じ。）、他の地方公人等をいう。以下同じ。）、他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人（地方共団体若しくは地方独立行政法人（地方共団体若しくは地方独立行政法人（地方共団体若しくは地方独立行政法人（地方    

独立行政法人法（平成独立行政法人法（平成独立行政法人法（平成独立行政法人法（平成15151515年法律第年法律第年法律第年法律第118118118118    
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号号号号）第２条第１項に規定する地方独立行）第２条第１項に規定する地方独立行）第２条第１項に規定する地方独立行）第２条第１項に規定する地方独立行

政法人をいう。以下同じ。）から個人情政法人をいう。以下同じ。）から個人情政法人をいう。以下同じ。）から個人情政法人をいう。以下同じ。）から個人情

報を取得する場合において、実施機関が報を取得する場合において、実施機関が報を取得する場合において、実施機関が報を取得する場合において、実施機関が

法令等の定める事務又は事業の遂行に必法令等の定める事務又は事業の遂行に必法令等の定める事務又は事業の遂行に必法令等の定める事務又は事業の遂行に必

要な限度で取得した個人情報を利用し、要な限度で取得した個人情報を利用し、要な限度で取得した個人情報を利用し、要な限度で取得した個人情報を利用し、

かつ、当該個人情報を取得することにつかつ、当該個人情報を取得することにつかつ、当該個人情報を取得することにつかつ、当該個人情報を取得することにつ

いて相当の理由があるとき。いて相当の理由があるとき。いて相当の理由があるとき。いて相当の理由があるとき。    

        号号号号）第２条第１項に規定する地方独立行）第２条第１項に規定する地方独立行）第２条第１項に規定する地方独立行）第２条第１項に規定する地方独立行

政法人をいう。以下同じ。）から個人情政法人をいう。以下同じ。）から個人情政法人をいう。以下同じ。）から個人情政法人をいう。以下同じ。）から個人情

報を取得する場合において、実施機関が報を取得する場合において、実施機関が報を取得する場合において、実施機関が報を取得する場合において、実施機関が

法令等の定める事務又は事業の遂行に必法令等の定める事務又は事業の遂行に必法令等の定める事務又は事業の遂行に必法令等の定める事務又は事業の遂行に必

要な限度で取得した個人情報を利用し、要な限度で取得した個人情報を利用し、要な限度で取得した個人情報を利用し、要な限度で取得した個人情報を利用し、

かつ、当該個人情報を取得することにつかつ、当該個人情報を取得することにつかつ、当該個人情報を取得することにつかつ、当該個人情報を取得することにつ

いて相当の理由があるとき。いて相当の理由があるとき。いて相当の理由があるとき。いて相当の理由があるとき。    

    ((((８８８８))))    ((((略略略略))))        ((((８８８８))))    ((((略略略略))))    

附附附附    則則則則 

    この条例は、この条例は、この条例は、この条例は、令和４年４月１日令和４年４月１日令和４年４月１日令和４年４月１日から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。 

 

 

 

 

 

                    理理理理    由由由由 

    この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及及及及

び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、所要の廃止に伴い、所要の廃止に伴い、所要の廃止に伴い、所要

の規定の整備を行う必要があの規定の整備を行う必要があの規定の整備を行う必要があの規定の整備を行う必要があるからである。るからである。るからである。るからである。 

 


